
 

 
令和５年度 大規模災害等発生時の児童引き渡し保護者用マニュアル（令和２年度改訂版） 

宇部市立西岐波小学校  

１ 保護者引き渡しを実施するケース 

 

 

 

２ 保護者引き渡しについての連絡手段 

（１）通信手段（携帯メール・電話）が使えるとき 

 → 保護者引き渡しを実施する場合は、原則、学校から連絡をします。学校から、保護

者あて緊急メール等により連絡し、お子様の引き取りを依頼します。 

（２）いっさいの通信手段が途絶し、連絡できないとき 

 → 学校に児童を待機させ、保護者の来校を待って引き渡します。 

   「１ 保護者引き渡しを実施するケース」を踏まえて、保護者の判断で来校するよ

うお願いします。 

   （※ 引き渡しのケース等、不明な点がありましたら、学校までお問い合わせください。） 

 なお、通信手段が使えない場合でも、状況に応じて、学校の玄関等に避難状況や引

き渡し場所等を掲示するなどの対応に努めます。 

３ 引き渡し場所 

（１）大規模な自然災害（地震・津波等）が発生し、大きな被害が出たとき 

 原則、学校を引き渡し場所とします。津波被害等で学校での引き渡しが不可能と判断し

た場合は、二次避難場所（南方八幡宮）を引き渡しの場所とします。 

（２）不審者が学校に侵入し、実害が出たとき、近隣地域で凶悪事件等が発生し、犯人が逃

走中で、児童に危害が及ぶ恐れがあるとき 

 原則、学校を引き渡し場所とします。児童の心理的動揺等により学校での引き渡しが望

ましくないと判断した場合は、設定した引き渡し場所を連絡します。 

４ 引き渡しカードについて 

※平成３１年度新規作成 以降毎年度更新（１年は新規作成） 

○ 緊急時にお迎えに来られる可能性がある方について、優先順位を決めて全て記入して

ください。原則として、事故等があった場合に責任をもって対応していただける方（ご

親族が中心になると思われます）とします。 

【カードの一部】 

順 
緊急時にお迎えに来る 
可能性のある方のお名前 

児童との関係 
連絡先（電話番号） 

※連絡がつきやすい番号 

１ 西岐波 太郎 父 ０９０－●●●●―●●●● 

２ 西岐波 花子 母 ０８０－△△△△－△△△△ 

３ 西岐波 次郎 祖父 ５１－○○○○ 

 

 

 ○ 大規模な自然災害（地震・津波等）が発生し、大きな被害が出たとき 

 ○ 不審者が学校に侵入し、実被害が出たとき 

 ○ 近隣地域で凶悪事件等が発生し、犯人が逃走中で、児童等に危害が及ぶ恐れがあ

るとき 

P 数配付 



 

５ 引き渡しの基本手順  ※ 発生状況等により変更の場合あり  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 受付 （児童玄関昇降口） 

児童名と迎えに来られた方のお名前、関係を係の職員にお伝えください。また、学

校からの連絡事項がある場合は、その内容を確認するとともに、自宅以外の場所にお

子様を引き取る場合の連絡先など、学校に伝えておくべき連絡事項があれば合わせて

お知らせください。学年・学級ごとに受付場所を設けています。兄弟姉妹関係がある

方は、それぞれの場所で受付をお願いします。 

 

 

「学校への進入方法」         １門 
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（２）お子様による確認 引き渡し 

 お子様が引き取り者を対面確認できたら引き渡します。お子様と一緒にお帰りください。 

※ 引き渡しカードに搭載されていない方への引き渡しはしないことを原則とします 

（３）お願い 

 子どもたちが落ち着いて待機し、確実に引き渡しができるようにしています。受付を済

まさないまま、待機場所からお子様を連れて行かれることがないようにお願いします。

 

 

南校舎 児童待機場所（各教室）① 

体育館 

 

本  館 

 

        

 

グラウンド     

駐車場所 

誘導担当者 

徒歩の方 

引 き 渡 し 場 所 へ 

○ 学校からの連絡ができない 

状態になっていると思われる。 

○ 学校からの引き渡し実施 

の連絡があった。 

引 き 取 り 者 を 決 め る 

◆ 大規模災害等の発生 

◆ 重大事件の発生 
引き渡しのケースに該当 

自転車の方 

 

北校舎 児童待機場所（各教室）① 自転車置場

自家用車

一方通行 

2 の門から

入校 

１ の 門 か

ら退校 

誘導担当者 

誘導担当者 

交通渋滞が予想される

ので、徒歩や自転車等

での迎えを原則としま

す。車で来校される際

は、最徐行運転をお願

いします。 

受

付 

国
道
側
か
ら
の
一
方
通
行 

旧道は東側への一方通行 


